
 

   市川市空家除却・活用事業補助金交付要綱  

市川市特定空家除却・跡地活用事業実施要綱（平成２７年６月１９日施行）

の全部を改正する。  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律

第１２７号）第６条第１項の規定により策定した市川市空家等対策計画（平

成２９年１２月策定）に基づき、空家等に関する対策を講ずるため、特定空

家の除却工事及びリフォーム対象空家の改修工事を行う者に対し、市川市空

家除却・活用事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、

市川市補助金等交付規則（平成８年規則第３６号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

⑴ 特定空家除却・跡地活用事業 特定空家（空家等対策の推進に関する特

別措置法第２条第２項に規定する特定空家等のうち、同条第１項に規定す

る工作物及び敷地を除いたものをいう。以下同じ。）を除却する事業であ

って、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。  

ア 次条第１項第１号に掲げる要件を満たす者（特定空家を２人以上で所

有している場合にあっては、全ての所有者）が特定空家を除却すること

について同意していること。  

イ 特定空家及びその敷地の全ての所有者が特定空家を除却した時に敷地

利用権（特定空家を所有するためのその敷地に関する権利をいう。ウに

おいて同じ。）を消滅させる旨の合意をしていること。  

ウ 特定空家が存する敷地が第三者の権利（特定空家を２人以上で所有し

ている場合において、敷地利用権が存するときは、当該敷地利用権を除

く。）の目的となっていないこと。  

エ 特定空家を除却後、本市がその敷地に市川市青空こども広場の設置の



 

基準等を定める要綱（平成２７年１月２０日施行）第１条に規定する市

川市青空こども広場その他の公共の用に供する施設を整備することを特

定空家の除却の条件として、その敷地の所有者（当該敷地を２人以上で

所有している場合にあっては、全ての所有者）により本市に対しその敷

地を１０年以上の期間継続して無償で貸し付ける旨の契約が締結されて

いること。  

オ 規則第１３条の実績報告書（第９条第４項に規定する提出期限までに

提出されたものに限る。以下単に「実績報告書」という。）が提出される

時点において当該除却をされた特定空家以外に建築物その他の工作物及

び草木（市長が除却する必要がないと認めるものを除く。第５条第２項

第１号エ及び第６条第１項第１号において同じ。）がその敷地に存しない

こと。  

カ 特定空家を２人以上で所有している場合にあっては、その旨の登記が

なされ、かつ、そのいずれもが本市に納付すべき市県民税、固定資産税

及び都市計画税並びにこれらの延滞金（以下「市県民税等」という。）を

滞納していないこと。 

⑵ 不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業 市川都市計画都市再開発の

方針（平成２８年３月４日策定）表１の１号市街地の整備方針の表図面対

象番号①から⑥まで及び⑨に掲げる地域に存する特定空家（昭和５６年５

月３１日以前に建築された建築物に限る。以下「不燃化等推進地域内特定

空家」という。）を除却する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも

該当するものをいう。 

ア 次条第１項第２号に掲げる要件を満たす者（不燃化等推進地域内特定

空家を２人以上で所有している場合にあっては、全ての所有者）が不燃

化等推進地域内特定空家を除却することについて同意していること。  

イ 実績報告書が提出される時点において当該除却をされた不燃化等推進

地域内特定空家以外に建築物その他の工作物及び草木がその敷地に存し

ないこと。  



 

ウ 不燃化等推進地域内特定空家を２人以上で所有している場合にあって

は、その旨の登記がなされ、かつ、そのいずれもが本市に納付すべき市

県民税等を滞納していないこと。  

⑶ 無接道敷地特定空家除却事業 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。

以下「法」という。）第４３条第１項の規定の適用を受けない建築物の敷

地に存する特定空家（昭和５６年５月３１日以前に建築された建築物（同

条第２項各号のいずれかに該当する建築物を除く。）に限る。以下「無接

道敷地特定空家」という。）を除却する事業であって、次に掲げる要件の

いずれにも該当するものをいう。  

ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者が無接道敷地特定

空家を除却することについて同意していること。  

 (ｱ) 次条第１項第３号アに掲げる要件に該当する者が補助金の申請を

しようとする場合  同号アに掲げる要件を満たす者（同号アに規定す

る契約に係る無接道敷地特定空家を２人以上で所有している場合に

あっては、全ての所有者）及び同号アに規定する契約の相手方 

(ｲ) 次条第１項第３号イに掲げる要件に該当する者が補助金の申請を

しようとする場合  同号イに掲げる要件を満たす者及び同号イに規

定する契約の相手方（同号イに規定する契約に係る無接道敷地特定空

家を２人以上で所有している場合にあっては、全ての所有者） 

イ 実績報告書が提出される時点において当該除却をされた無接道敷地特

定空家以外に建築物その他の工作物及び草木がその敷地に存しないこと。 

ウ 次条第１項第３号ア又はイに規定する契約に係る無接道敷地特定空家

を２人以上で所有している場合にあっては、その旨の登記がなされ、か

つ、そのいずれもが本市に納付すべき市県民税等を滞納していないこと。 

⑷ 空家活用リフォーム推進事業 空家等対策の推進に関する特別措置法第

２条第１項に規定する空家等（同項に規定する建築物に限る。）のうち、

昭和５６年６月１日以後に法第６条第１項の規定による建築主事の確認

を受けた建築物又は同年５月３１日以前に同項の規定による建築主事の



 

確認を受けた建築物（耐震診断により耐震性を有することが確認された建

築物に限る。以下「リフォーム対象空家」という。）を児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第４０条に規定する児童厚生施設、老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第２０条の７に規定する老人福祉センターその

他これらに準ずる施設として市長が認めるもの（以下「公共施設」という。）

に改修する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをい

う。  

ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者が当該リフォーム

対象空家を公共施設に改修し、当該公共施設を１０年以上運営するとと

もに、当該公共施設を市のホームページに掲載することについて同意し

ていること。  

(ｱ) 次条第１項第４号アに掲げる要件に該当する者が補助金の申請を

しようとする場合  同号アに掲げる要件を満たす者（当該リフォーム

対象空家を２人以上で所有している場合にあっては、全ての所有者）

及び当該リフォーム対象空家が存する敷地の所有者（当該敷地を２人

以上で所有している場合にあっては、全ての所有者）  

(ｲ) 次条第１項第４号イに掲げる要件に該当する者が補助金の申請を

しようとする場合  同号イに掲げる要件を満たす者、同号イに規定す

る契約の相手方（同号イに規定する契約に係るリフォーム対象空家を

２人以上で所有している場合にあっては、全ての所有者）及び当該リ

フォーム対象空家が存する敷地の所有者（当該敷地を２人以上で所有

している場合にあっては、全ての所有者） 

イ リフォーム対象空家を公共施設に改修する旨の契約が締結されている 

こと。  

ウ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める事項に該当すること。 

(ｱ) 次条第１項第４号アに掲げる要件に該当する者が補助金の申請を

しようとする場合  リフォーム対象空家を２人以上で所有している

ときにあっては、その旨の登記がなされ、かつ、そのいずれもが本市



 

に納付すべき市県民税等を滞納していないこと。  

(ｲ) 次条第１項第４号イに掲げる要件に該当する者が補助金の申請を

しようとする場合  同号イに規定する契約の相手方がリフォーム対

象空家を２人以上で所有している場合にあっては、その旨の登記がな

され、かつ、そのいずれもが本市に納付すべき市県民税等を滞納して

いないこと。  

（補助対象事業及び補助対象者）  

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

特定空家除却・跡地活用事業、不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業、

無接道敷地特定空家除却事業及び空家活用リフォーム推進事業とし、その交

付の対象となる者（次項において「補助対象者」という。）は、次の各号に掲

げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 

⑴ 特定空家除却・跡地活用事業 市内に存する特定空家（第三者の権利の

目的となっていないものに限る。）を所有する旨の登記がなされ、かつ、

本市に納付すべき市県民税等を滞納していないもの  

⑵ 不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業 不燃化等推進地域内特定空

家を所有する旨の登記がなされ、かつ、本市に納付すべき市県民税等を滞

納していないもの  

⑶ 無接道敷地特定空家除却事業 次に掲げる要件のいずれかを満たす者で

あって、本市に納付すべき市県民税等を滞納していないもの  

ア 市内に存する無接道敷地特定空家及びその敷地を所有する旨の登記が

なされている者であって、当該敷地を売却する旨の契約（当該敷地に係

る所有権の移転時期までに売主の負担において当該無接道敷地特定空家

を除却した上で、滅失登記を完了する旨の内容を含む契約であって、か

つ、当該契約の相手方が当該敷地に隣接する敷地（法第４３条第１項に

規定する道路に接している敷地に限る。以下「無接道敷地特定空家隣接

敷地」という。）を所有する旨の登記がなされている者であるものに限

る。）を締結しているものであること。  



 

イ 無接道敷地特定空家隣接敷地を所有する旨の登記がなされている者で

あって、当該無接道敷地特定空家の存する敷地を買い受ける旨の契約（当

該敷地に存する無接道敷地特定空家について買主の負担において除却す

る旨の内容を含む契約であって、当該契約の相手方が当該無接道敷地特

定空家を所有する旨の登記がなされている者であるものに限る。）を締結

しているものであること。  

⑷ 空家活用リフォーム推進事業 次に掲げる要件のいずれかを満たす者で

あって、本市に納付すべき市県民税等を滞納していないもの  

ア 市内に存するリフォーム対象空家を所有する旨の登記がなされている

者であること。  

イ 市内に存するリフォーム対象空家を使用貸借し、又は賃貸借する旨の

契約（当該契約の相手方が当該リフォーム対象空家を所有する旨の登記

がなされているものに限る。）を締結している者であること。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、

当該各号に定める場合に該当するときは、補助対象者としない。  

 ⑴ 特定空家除却・跡地活用事業 次のいずれかに該当する場合  

ア 国、他の地方公共団体若しくは独立行政法人又はこれらの者から委託

を受けた者から補助金の交付を受けようとする特定空家の除却に要する

費用につき助成を受けることができること又は受けたことがあること。 

イ 特定空家を２人以上で所有している場合にあっては、当該補助対象者

以外の所有者が当該特定空家について、補助金の交付の申請をしている

こと又は補助金の交付を受けたことがあること。  

⑵ 不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業 次のいずれかに該当する場

合 

ア 国、他の地方公共団体若しくは独立行政法人又はこれらの者から委託

を受けた者から補助金の交付を受けようとする不燃化等推進地域内特定

空家の除却に要する費用につき助成を受けることができること又は受け

たことがあること。  



 

イ 不燃化等推進地域内特定空家を２人以上で所有している場合にあって

は、当該補助対象者以外の所有者が当該不燃化等推進地域内特定空家に

ついて、補助金の交付の申請をしていること又は補助金の交付を受けた

ことがあること。  

⑶ 無接道敷地特定空家除却事業 次のいずれかに該当する場合  

ア 国、他の地方公共団体若しくは独立行政法人又はこれらの者から委託

を受けた者から補助金の交付を受けようとする無接道敷地特定空家の除

却に要する費用につき助成を受けることができること又は受けたことが

あること。  

イ 前項第３号アに掲げる要件に該当する者が補助金の申請をしようとす

る場合にあっては、当該補助対象者以外の所有者が無接道敷地特定空家

について、補助金の交付の申請をしていること又は補助金の交付を受け

たことがあること。  

ウ 前項第３号イに掲げる要件に該当する者が補助金の申請をしようとす

る場合にあっては、同号イに規定する契約の相手方（同号イに規定する

契約に係る無接道敷地特定空家を２人以上で所有しているときは、その

いずれかの所有者）が無接道敷地特定空家について、補助金の交付の申

請をしていること又は補助金の交付を受けたことがあること。 

⑷ 空家活用リフォーム推進事業 次のいずれかに該当する場合  

ア 国、他の地方公共団体若しくは独立行政法人又はこれらの者から委託

を受けた者から補助金の交付を受けようとするリフォーム対象空家の改

修に要する費用につき助成を受けることができること又は受けたことが

あること。  

イ 前項第４号アに掲げる要件に該当する者が補助金の申請をしようとす

る場合であって、リフォーム対象空家を２人以上で所有しているときは、

当該補助対象者以外の所有者が当該リフォーム対象空家について、補助

金の交付の申請をしていること又は補助金の交付を受けたことがあるこ

と。  



 

ウ 前項第４号イに掲げる要件に該当する者が補助金の申請をしようとす

る場合にあっては、同号イに規定する契約の相手方（同号イに規定する

契約に係るリフォーム対象空家を２人以上で所有しているときは、その

いずれかの所有者）がリフォーム対象空家について、補助金の交付の申

請をしていること又は補助金の交付を受けたことがあること。 

（補助金の額）  

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各

号に定める額（その額に１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てた額）とする。  

 ⑴ 特定空家除却・跡地活用事業 特定空家の除却に要する経費の合計額に

２分の１を乗じて得た額（その金額が１,０００,０００円を超えるときは、

１,０００,０００円） 

⑵ 不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業 不燃化等推進地域内特定空

家の除却に要する経費の合計額に２分の１を乗じて得た額（その金額が 

５００,０００円を超えるときは、５００,０００円）  

⑶ 無接道敷地特定空家除却事業 無接道敷地特定空家の除却に要する経費

の合計額に２分の１を乗じて得た額（その金額が１,０００,０００円を超

えるときは、１,０００,０００円）  

⑷ 空家活用リフォーム推進事業 リフォーム対象空家を公共施設に改修す

る た め に 要 す る 経 費 に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 金 額 が       

１,０００,０００円を超えるときは、１,０００,０００円）  

（交付の申請）  

第５条 規則第３条第１項の申請書は、市川市空家除却・活用事業補助金交付

申請書（様式第１号）によるものとする。 

２ 前項の申請書の添付書類は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。  

⑴ 特定空家除却・跡地活用事業 次に掲げる書類  

ア 特定空家及びその敷地に係る登記事項証明書  



 

イ 特定空家及びその敷地が第三者の権利の目的となっていないことを誓

約する書類  

ウ 第２条第１号ア及びイに掲げる要件を満たしていることを証する書類 

エ 特定空家以外に第２条第１号オに規定する建築物その他の工作物及び

草木がその敷地に存する場合にあっては、同号オに掲げる要件を満たす

ことを誓約する書類  

オ 特定空家を２人以上で所有している場合にあっては、第２条第１号カ

に掲げる要件を満たしていることを証する書類  

カ 第３条第１項第１号に掲げる要件を満たしていることを証する書類  

キ 第３条第２項第１号の規定に該当しないことを誓約する書類  

ク 特定空家及びその敷地の現況を確認することができる写真 

ケ 特定空家除却・跡地活用事業の実施に要する費用の見積書又はその写

し 

コ その他市長が必要と認める書類  

⑵ 不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業 次に掲げる書類  

ア 不燃化等推進地域内特定空家に係る登記事項証明書  

イ 第２条第２号アに掲げる要件を満たしていることを証する書類  

ウ 不燃化等推進地域内特定空家以外に第２条第２号イに規定する建築物

その他の工作物及び草木がその敷地に存する場合にあっては、同号イに

掲げる要件を満たすことを誓約する書類  

エ 不燃化等推進地域内特定空家を２人以上で所有している場合にあって

は、第２条第２号ウに掲げる要件を満たしていることを証する書類  

オ 第３条第１項第２号に掲げる要件を満たしていることを証する書類  

カ 第３条第２項第２号の規定に該当しないことを誓約する書類  

キ 不燃化等推進地域内特定空家及びその敷地の現況を確認することがで

きる写真   

ク 不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業の実施に要する費用の見積

書又はその写し  



 

ケ その他市長が必要と認める書類  

⑶ 無接道敷地特定空家除却事業 次に掲げる書類  

ア 第３条第１項第３号アに掲げる要件に該当する者にあっては、次に掲

げる書類  

(ｱ) 無接道敷地特定空家及びその敷地に係る登記事項証明書  

(ｲ) 第３条第１項第３号アに規定する契約に係る契約書の写し 

(ｳ) 第３条第１項第３号アに規定する契約の相手方が当該契約に係る

無接道敷地特定空家隣接敷地を所有する旨の登記がなされているこ

とを証する書類  

イ 第３条第１項第３号イに掲げる要件に該当する者にあっては、次に掲

げる書類  

(ｱ) 第３条第１項第３号イに規定する契約に係る契約書の写し 

(ｲ) 第３条第１項第３号イに規定する契約に係る無接道敷地特定空家  

隣接敷地を所有する旨の登記がなされていることを証する書類 

(ｳ) 第３条第１項第３号イに規定する契約の相手方が当該契約に係る

無接道敷地特定空家を所有する旨の登記がなされていることを証す

る書類  

ウ 第２条第３号ア(ｱ)又は(ｲ)に掲げる要件を満たしていることを証する

書類  

エ 無接道敷地特定空家以外に第２条第３号イに規定する建築物その他の

工作物及び草木がその敷地に存する場合にあっては、同号イに掲げる要

件を満たすことを誓約する書類  

オ 第３条第１項第３号ア又はイに規定する契約に係る無接道敷地特定空

家を２人以上で所有している場合にあっては、第２条第３号ウに掲げる

要件を満たしていることを証する書類  

カ 第３条第１項第３号に掲げる要件を満たしていることを証する書類  

キ 第３条第２項第３号の規定に該当しないことを誓約する書類  

ク 無接道敷地特定空家及びその敷地の現況を確認することができる写真  



 

ケ 無接道敷地特定空家除却事業の実施に要する費用の見積書又はその写

し 

コ その他市長が必要と認める書類  

⑷ 空家活用リフォーム推進事業 次に掲げる書類  

ア 第３条第１項第４号アに掲げる要件に該当する者にあっては、リフォ

ーム対象空家及びその敷地に係る登記事項証明書  

イ 第３条第１項第４号イに掲げる要件に該当する者にあっては、次に掲

げる書類  

(ｱ) 第３条第１項第４号イに規定する契約に係る契約書の写し 

(ｲ) 第３条第１項第４号イに規定する契約の相手方が当該契約に係る

リフォーム対象空家を所有する旨の登記がなされていることを証す

る書類  

(ｳ) リフォーム対象空家が存する敷地に係る登記事項証明書  

ウ 第２条第４号ア(ｱ)又は(ｲ)に掲げる要件を満たしていることを証する

書類  

エ 第２条第４号ウに掲げる要件に該当する場合にあっては、同号ウに掲

げる要件を満たしていることを証する書類 

オ 第３条第１項第４号に掲げる要件を満たしていることを証する書類  

カ 第３条第２項第４号の規定に該当しないことを誓約する書類  

キ リフォーム対象空家及びその敷地の現況を確認することができる写真 

ク 空家活用リフォーム推進事業の実施に要する費用の見積書又はその写  

 し  

ケ 次に掲げるリフォーム対象空家の区分に応じ、それぞれに定める書類 

(ｱ) 法第７条第４項の規定による検査を受けているリフォーム対象空

家（昭和５６年６月１日以後に法第６条第１項の規定による建築主事

の確認を受けて建築されたリフォーム対象空家に限る。） 法第７条

第５項の規定による検査済証の写し又は法第１２条第８項に規定す

る台帳の記載事項を証する書類（(ｲ)において「台帳記載事項証明」



 

という。）  

(ｲ) (ｱ)に掲げるリフォーム対象空家以外のリフォーム対象空家  法第

６条第４項の規定による確認済証の写し又は台帳記載事項証明及び

当該リフォーム対象空家が建築基準法施行令（昭和２５年政令第   

３３８号）第３章及び第５章の４の規定又は国土交通大臣が財務大臣

と協議して定める地震に対する安全性に係る基準（平成１７年国土交

通省告示第３９３号）に適合するものである旨を建築士（建築士法（昭

和２５年法律第２０２号）第２３条の３第１項の規定により登録され

た建築士事務所に属する建築士に限る。）、法第７７条の２１第１項に

規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律

（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評

価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成

１９年法律第６６号）第１７条第１項の規定による指定を受けた同項

に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類  

コ その他市長が必要と認める書類  

３ 市長は、次の各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認

することができるときは、当該各号に定める者の同意を得て当該書類の提出

を省略させることができる。  

⑴ 前項第１号カ、第２号オ、第３号カ及び第４号オに掲げる書類 第１項

の申請書を提出した者 

⑵ 前項第１号オ  特定空家の全ての所有者（前号に定める者を除く。）  

⑶ 前項第２号エ  不燃化等推進地域内特定空家の全ての所有者（第１号に

定める者を除く。）  

⑷ 前項第３号オ  無接道敷地特定空家の全ての所有者（第１号に定める者

を除く。）  

⑸ 前項第４号エ  リフォーム対象空家の全ての所有者（第１号に定める者

を除く。）  

４ 第１項の申請書は、補助対象事業に着手する前に市長に提出しなければな



 

らない。  

５ 補助金の交付を受けることができる者は、当該補助金の請求及び受領を当

該補助金に係る工事を行った者に委任することができる。  

（交付の条件）  

第６条 規則第５条第１項の規定により付する条件は、次の各号に掲げる補助

対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。  

 ⑴ 特定空家除却・跡地活用事業 特定空家以外に第２条第１号オに規定す

る建築物その他の工作物及び草木がその敷地に存する場合にあっては、実

績報告書が提出される時点までに当該建築物その他の工作物及び草木を除

却すること。  

⑵ 不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業 不燃化等推進地域内特定空

家以外に第２条第２号イに規定する建築物その他の工作物及び草木がそ

の敷地に存する場合にあっては、実績報告書が提出される時点までに当該

建築物その他の工作物及び草木を除却すること。  

⑶ 無接道敷地特定空家除却事業 無接道敷地特定空家以外に第２条第３号

イに規定する建築物その他の工作物及び草木がその敷地に存する場合に

あっては、実績報告書が提出される時点までに当該建築物その他の工作物

及び草木を除却すること。  

⑷ 空家活用リフォーム推進事業 リフォーム対象空家を改修後、公共施設

として１０年以上運営すること。  

２ 補助対象事業が前条第１項の申請書に記載された工事予定期間内に完了し

ないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、直ちに市長に報

告し、その指示に従うものとする。  

（決定の通知）  

第７条 規則第６条の規定による通知は、市川市空家除却・活用事業補助金交

付可否決定通知書（様式第２号）により行うものとする。  

（変更等の承認）  

第８条 規則第８条の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区



 

分に応じ、当該各号に定める申請書に市長が必要と認める書類を添付して、

市長に提出するものとする。  

⑴ 補助対象事業の内容を変更しようとする場合  市川市空家除却・活用事

業補助金交付申請事項変更承認申請書（様式第３号）  

⑵ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合 市川市空家除却・

活用事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）  

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査

の上、承認の可否を決定し、その旨を市川市空家除却・活用事業補助金交付

申請事項変更承認可否決定通知書（様式第５号）又は市川市空家除却・活用

事業中止（廃止）承認可否決定通知書（様式第６号）により当該申請書の提

出をした者に通知するものとする。  

 （実績報告）  

第９条 規則第１３条の補助事業等実績報告書は、市川市空家除却・活用事業

補助金実績報告書（様式第７号）によるものとする。  

２ 前項の実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。  

⑴ 補助対象事業に係る工事の内訳を明らかにした書類  

⑵ 補助対象事業に係る工事の施工状況を明らかにした写真及び当該工事の

完了後の写真  

⑶ 補助対象事業に係る工事の契約書の写し  

⑷ 領収書その他の前号に規定する契約書に定められた補助対象事業に係る

工事に要する費用の支払を証する書類  

⑸ その他市長が必要と認める書類  

３ 第５条第５項の規定により補助金の請求及び受領を工事を行った者に委任

するときは、前項第４号に掲げる費用の支払を証する書類に代えて、当該補

助対象事業に要した費用の請求書の写し及び当該費用の額から補助金の額を

差し引いた額の領収書の写しを添付するものとする。  

４ 第１項の実績報告書の提出期限は、第２項第３号に規定する契約書に定め

られた請負代金の支払が完了した日から３０日を経過した日又は補助金の交



 

付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。  

 （額の確定）  

第１０条  市長は、規則第１５条の規定により補助金の額を確定したときは、

市川市空家除却・活用事業補助金額確定通知書（様式第８号）により補助金

の交付の決定を受けた者に通知するものとする。  

 （交付の請求）  

第１１条  規則第１６条の交付請求書は、市川市空家除却・活用事業補助金交

付請求書（様式第９号）によるものとする。  

２ 第５条第５項の規定により委任を受けた者が、当該委任を受けた補助金の

交付を受けようとするときは、前項の請求書とともに当該委任に係る委任状

を提出するものとする。  

 （決定の取消し）  

第１２条  規則第１８条第３項の規定による通知は、市川市空家除却・活用事

業補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により行うものとする。  

（補則）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

   附  則  

この要綱は、令和２年８月７日から施行する。  


